
自治体職員が、多岐にわたる行政法を
日々の仕事とつなげて理解することで、
法的な根拠に基づいて適切に業務に
当たれるようになる行政法の入門書！

各講末尾のコラムとわかりやすい
イラストで、日常業務と行政法が、
どのように関わるのかを具体的に理解
しながら読み進めることができます。
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これまでにない、実務と連携した自治体職員向け行政法の入門書！
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第５講　行政の情報管理を学ぼう
  　　　　行政情報の公開 
　             個人情報保護制度
                　column 　個人情報が流出すると

第６講　行政活動に対する救済方法を学ぼう
            　行政不服申立て
　            行政事件訴訟法
　            国家補償制度
                　column 　地方公共団体にとって行政救済制度とは

第７講　自治体実務を法的に学ぶ
　             廃棄物処理法
　             地方税法
　             都市計画法
             　生活保護法
　             消防法
　             食品衛生法
 
おわりに

第１講　住民の安全、健康等を守る方法を学ぼう
　　　　  行政処分の概念と成立過程
　　　　  法律による行政の原理と行政裁量
　　　　  行政立法
　　         　column　酒気帯び運転・酒酔い運転と行政立法

第２講　行政主体と適正な手続について学ぼう
　　　　  行政活動の主体と組織
　　　　  適正な行政手続
　　         　column 　行政主体と適正な手続について学ぼう

第３講　住民の福祉、安全等を守る方法を学ぼう
　　　　  住民の福祉、安全等が侵される状態への対応 
　　         　column 　住民の福祉、安全等を守る方法を学ぼう

第４講　多様な行政活動−行政調査、行政計画、行政契約−
　　　　  行政調査
　             行政計画
　             行政契約
　　         　column 　行政計画は策定しなければならない？
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